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資料

日本国憲法■

第 31 条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はそ

の他の刑罰を科せられない。

第 33 条 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且

つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。

刑事訴訟法■

第 1 条 この法律は、刑事事件につき、公共の福祉の維持と個人の基本的人権の保障とを全うし

つつ、事案の真相を明らかにし、刑罰法令を適正且つ迅速に適用実現することを目的とする。

第 212 条 ①現に罪を行い、又は現に罪を行い終つた者を現行犯人とする。

② 左の各号の一にあたる者が、罪を行い終つてから間がないと明らかに認められるときは、こ

れを現行犯人とみなす。

一 犯人として追呼されているとき。

二 贓物又は明らかに犯罪の用に供したと思われる兇器その他の物を所持しているとき。

三 身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき。

四 誰何されて逃走しようとするとき。

第 213 条 現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。
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